
練馬区地域公共交通計画（素案）概要版

計画概要

■背景・目的
区は、平成21年に公共交通空白地域改善計画を作成（平成29年改定）し、

公共交通空白地域の改善に取り組んできた。バス運転手不足による減便・廃止
の進行など、社会変化に対応した地域公共交通へ再構築するため、2040年代
を見据えた交通体系の在り方や具体的な取組方針等を定めた新たな計画を作成
する。

■位置付け
「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律」に基づく計画であり、
これまでの「公共交通空白地域改善
計画」に代わる計画

✓区北西部における鉄道空白地域の存在 ✓バス運転手不足の進行
✓行政・交通事業者・地域住民など、多様な主体の連携
✓脱炭素社会への貢献 ✓まちの回遊性への貢献 等

１
〈課題〉

誰もが移動しやすい、利便性と快適性を兼ね備えた、持続可能な交通を構築

■区の公共交通体系を「木」に例え、持続可能な地域公共交通を目指す

・多様な交通手段の特徴を生かしたネットワークを構築

連携・接続

枝の交通
・路線バス（主要なバス路線以外）

幹の交通
・鉄道
・主要なバス路線

葉の交通
・みどりバス ・タクシー
・デマンド交通
・グリーンスローモビリティ 等

連携・接続

葉の交通
枝の交通

幹の交通

移動を便利にし、より暮らしやすくします。

移動が不便な地域の外出手段を確保し、日々の暮らしを支えます。

将来にわたって公共交通を確保・持続できるようにします。

地球にも優しい外出スタイルを更に広げます。

集客・交流を創出し、まちなかのにぎわいに貢献します。

目標

１

基本方針

公共交通体系の在り方２

目標

２

目標

４

目標

３

目標

５

※駅から800ｍ以上、バス停（30分に１便以上）から300ｍ以上離れている地域

重点支援地域の基準

①高 低 差 ：250mメッシュ内の標高差が５mを超える地域

②高 齢 者 ：高齢化率が区平均を超える町丁目

③バス本数：バス停（１時間１便以上）から300m以上離れて
いる地域

■地域等と連携し、重点的に公共交通空白地域※の改善を目指す

・子育て世代、高齢者等の移動しやすい環境整備に向け、地形や年齢構成

等の視点から、特に支援が必要な地域「重点支援地域」を抽出

・抽出した地域の人口・年齢構成、交通インフラの整備状況等を踏まえ、

区と地域等が連携して具体的な取組を検討・実施

１

■計画期間
令和８年度～令和27年度（2026～2045年度）の20年間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬区地域公共交通計画 
地域公共交通の今後の取組に関するマスタープラン 

東京における 

地域公共交通の 

基本方針 

地域公共交通の活性化及び

再生の促進に関する 

基本方針 

地域公共交通の活性化及び 

再生に関する法律 

・第３次みどりの風吹く 

 まちビジョン 

・練馬区都市計画 

 マスタープラン  など 

東京都 区 

グランドデザイン構想 

国 



２　利便性の維持・向上

　2-1　既存交通の持続的な運行

　2-1　担い手確保の取組

　2-1　バス路線の再編検討

　2-1　バス運行の省力化

　2-1　自動運転の導入検討

　2-2　公共交通の利用促進

　2-2　モビリティ・マネジメントの実施

　2-2　区全体の公共交通マップ

　2-3　ZEV（ゼロエミッション車）の普及促進等

　2-3　ZEVの普及に向けた情報発信の強化等

　2-4　高齢者、障害者等への支援

　2-4　高齢者、障害者等の移動支援

▲デマンドタクシー実証実験
（南大泉・東大泉地域）

▲駅まち空間（イメージ）

取組施策

１－１ 交通インフラの整備

取組施策

２－１ 既存交通の持続的な運行

✓交通事業者等と連携した採用広報支援に加え、新技術の取組も検討

▲地域住民が運行を担う交通

▲自動運転の導入検討

取組施策

１－２ 地域特性を踏まえた新しい交通の導入

取組施策

１－４ 交通結節機能の向上

▲シェアサイクルポート

取組施策

２－２ 公共交通の利用促進

▲連続立体交差事業 ▲都市計画道路の整備

▲AI翻訳透明ディスプレイ

▲バス乗り方教室

▲都営大江戸線の延伸

▲公共交通に関する
出前講座

▲完全キャッシュレスバス

駅まち空間：駅や駅前広場等が一体的に機能配置された空間

多様な交通モードが接続

→ニーズに応じた移動手段を選択できる

案内サインの多言語化や
MaaSの普及→シームレスな移動

駅とまちをスムーズにつなぐ
歩行者デッキ

２

取組施策３

計画の進め方４

おおむね年１回、取組の実施状況を確認する。計画作成から５年間を目途に
全体の評価・検証を行い、必要に応じて計画・目標値を一部見直す。

５年間（短期）の

取組

つぎの５年間の

取組

つぎの５年間の

取組

全体の評価・検証

必要に応じて計画、目標値の一部見直し

全体の評価・検証

必要に応じて計画、目標値の一部見直し

…

主な取組施策

１　交通環境の整備

　1-1　交通インフラの整備

　1-1　都営大江戸線の延伸

　1-1　連続立体交差事業

　1-1　道路整備の推進

　1-2　地域特性を踏まえた新しい交通の導入

　1-2　新たな交通手段の導入

　1-2　多様な主体と連携した地域交通の検討

　1-2　シェアサイクルの利用促進

　1-2　小型シェアモビリティの導入検討

　1-2　新たなモビリティサービスの導入検討

　1-3　交通インフラの利活用

　1-3　鉄道の高架下の利活用

　1-3　道路空間の利活用

　1-4　交通結節機能の向上

　1-4　駅まち空間の整備

　1-4　交通広場の整備

　1-4　分かりやすい案内サインの整備

　1-5　バリアフリー・ユニバーサルデザイン

　1-5　駅と駅周辺のバリアフリー化の促進

　1-5　バス停の上屋・ベンチの整備促進


